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議案第３７号 

 

　　　令和６年度砺波市一般会計補正予算（第２号） 

 

　令和６年度砺波市一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

　（歳入歳出予算の補正） 

第１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４８，０２５千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３，６７４，５３１千円とする。 

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 

 

　　令和６年６月１０日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修
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　歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

14 国庫支出金  2,510,511 6,520 2,517,031

 2 国庫補助金 762,596 6,520 769,116

15 県支出金  1,545,124 45 1,545,169

 2 県補助金 650,457 45 650,502

19 繰越金  121,825 68,420 190,245

 1 繰越金 121,825 68,420 190,245

20 諸収入  944,184 73,040 1,017,224

 6 雑入 181,812 73,040 254,852

18,404,862 － 18,404,862

23,526,506 148,025 23,674,531

 第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

補正されなかった款項に係る額

歳 入 合 計
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　歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

 2 総務費 2,575,400 22,203 2,597,603

 1 総務管理費 1,938,227 22,203 1,960,430

 3 民生費 6,664,779 5,253 6,670,032

 2 児童福祉費 3,947,958 5,253 3,953,211

 4 衛生費 3,677,967 119,335 3,797,302

 1 保健衛生費 1,082,527 119,335 1,201,862

 7 商工費 1,129,870 1,234 1,131,104

 1 商工費 1,129,870 1,234 1,131,104

9,478,490 － 9,478,490

23,526,506 148,025 23,674,531

補正されなかった款項に係る額

歳 出 合 計
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議案第３８号 

 

　　　令和６年度砺波市病院事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条　令和６年度砺波市病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

 

（収益的収入及び支出） 

第２条　令和６年度砺波市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収

益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科　　　目）　　　　（既決予定額）　　（補正予定額）　　　（　計　） 

　　　　　　　　　　収　　　　入 

第１款　病院事業収益　　12,745,400 千円　　　  27,703 千円　　12,773,103 千円 

第１項  医業収益   　 11,486,872 千円　      27,703 千円　  11,514,575 千円 

　　　　　　　　　　支　　　　出 

第１款　病院事業費用　　12,731,400 千円　　　  27,703 千円　　12,759,103 千円 

第１項  医業費用      12,132,251 千円　      27,703 千円　  12,159,954 千円 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第３条　予算第１０条中「３，３１３，３２２千円」を「３，３１３，５３０千円」に

改める。 

 

令和６年６月１０日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　
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議案第３９号 

 

　　　砺波市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

　砺波市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

　　令和６年６月１０日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　 

 

　　　砺波市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

　砺波市国民健康保険税条例（平成１６年砺波市条例第４９号）の一部を次のように改

正する。 

 

　第２条第３項ただし書中「２２０，０００円」を「２４０，０００円」に改める。 

　第２３条第１項各号列記以外の部分中「２２０，０００円」を「２４０，０００円」

に改め、同項第２号中「２９０，０００円」を「２９５，０００円」に改め、同項第３

号中「５３５，０００円」を「５４５，０００円」に改める。 

 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、公布の日から施行する。 

　（適用区分） 

２　この条例による改正後の砺波市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年

度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。
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議案第４０号 

 

　　　砺波市公民館条例の一部改正について 

 

　砺波市公民館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

　　令和６年６月１０日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　 

 

　　　砺波市公民館条例の一部を改正する条例 

 

　砺波市公民館条例（平成１６年砺波市条例第７０号）の一部を次のように改正する。 

 

　第２条第１項の表砺波市立東山見公民館の項中「砺波市庄川町金屋１０９２番地」を

「砺波市庄川町金屋１７４３番地」に改める。 

 

　　　附　則 

　この条例は、令和６年８月１日から施行する。
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議案第４１号 

 

　　　砺波市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部　　　 

　　　改正について 

 

　砺波市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。 

 

　　令和６年６月１０日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　 

 

　　　砺波市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部　　　 

を改正する条例 

 

　砺波市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年砺波

市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 

　第２９条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を

「２５人」に改める。 

　第３１条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を

「２５人」に改める。 

　第４４条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を

「２５人」に改める。 

　第４７条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を

「２５人」に改める。 

 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の砺波市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定める条例の規定は、令和６年４月１日から適用す

る。 

（経過措置） 

２　保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあ

るときは、当分の間、この条例による改正後の砺波市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項及び

第４７条第２項の規定は、適用しない。この場合において、この条例による改正前の

砺波市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第２９条第２項、第
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３１条第２項、第４４条第２項及び第４７条第２項の規定は、この条例の施行の日以

後においても、なおその効力を有する。
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議案第４２号 

 

　　　工事請負契約の締結について 

 

　砺波チューリップ公園南門新築工事について、次のとおり請負契約を締結するものと

する。 

 

　　令和６年６月１０日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 

 

記 

 

１　契 約 の 目 的　　　砺波チューリップ公園南門新築工事 

 

２　契 約 の 金 額　　　金１７５，７８０，０００円 

 

３　契 約 の 方 法　　　条件付一般競争入札 

 

４　契約の相手方　　　鷹栖建工・沢田鉄工　砺波チューリップ公園南門新築工事共同

企業体 

　　　　　　　　　　　代表者　砺波市鷹栖５３６番地 

　　　　　　　　　　　　　　　鷹栖建工株式会社 

　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　石﨑　元蔵 

　　　　　　　　　　　共同企業体構成員 

　　　　　　　　　　　　　　　砺波市鷹栖５３６番地 

　　　　　　　　　　　　　　　鷹栖建工株式会社 

　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　石﨑　元蔵 

　　　　　　　　　　　　　　　砺波市石丸４３４番地の３ 

　　　　　　　　　　　　　　　沢田鉄工株式会社 

　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　澤田　達男
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報告第３号 

 

　　　歳出予算の繰越しについて 

 

　令和５年度砺波市一般会計予算に係る繰越明許費について、別紙計算書のとおり繰り

越したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定に

より報告する。 

 

　　令和６年６月１０日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 
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国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円

2 総務費 1 総務管理費 財産管理費 313,500 313,500

庁舎維持管理費 3,094,465 3,094,465

地方振興費 36,400,000 35,400,000 1,000,000

3 戸籍住民基本 戸籍等事務費 8,580,000 8,580,000

台帳費 住民基本台帳等事務費 9,383,000 9,383,000

7 交通対策費 バス運行費 6,786,954 6,786,954

民間交通事業者運行補助費 1,007,000 1,007,000

3 民生費 1 社会福祉費 低所得世帯支援給付金給付事業費 24,658,465 24,658,465

住民税均等割のみ課税世帯支援給付金
給付事業費

79,423,820 79,423,820

住民税非課税世帯及び均等割のみ課税
世帯こども加算支援給付金給付事業費

11,332,887 11,332,887

新たな住民税非課税及び均等割のみ課
税世帯支援給付金給付事業費

116,073,000 116,073,000

新たな住民税非課税及び均等割のみ課
税世帯こども加算支援給付金給付事業
費

7,816,000 7,816,000

定額減税・調整給付金給付事業費 381,991,000 381,991,000

2 児童福祉費 児童福祉総務費 2,000,000 2,000,000

保育施設整備事業費 1,100,000 1,100,000

4 衛生費 1 保健衛生費 新型コロナウイルス予防接種事業費 997,425 997,425

新型コロナウイルスワクチン接種体制
確保事業費

2,000,000 2,000,000

6 農林水 1 農業費 農業経営等構造対策費 5,463,000 5,463,000

産業費 2 林業費 林道治山事業費 1,300,000 650,000 600,000 50,000

令和５年度砺波市一般会計予算繰越明許費繰越計算書

左　 　の　 　財 　　源 　　内　 　訳

未 収 入 特 定 財 源款 項 事 業 名 金 額 既 収 入
特定財源

一 般 財 源
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国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

左　 　の　 　財 　　源 　　内　 　訳

未 収 入 特 定 財 源款 項 事 業 名 金 額 既 収 入
特定財源

一 般 財 源

3 農業土木費 かんがい排水事業補助費 58,693,052 4,704,171 47,600,000 6,388,881

土地改良総合整備事業補助費 66,571,700 62,600,000 3,971,700

国営附帯農地防災事業費 20,324,446 18,200,000 2,124,446

7 商工費 1 商工費 地域経済回復事業費 35,000,000 35,000,000

8 土木費 2 道路橋りょう費 道路橋りょう維持修繕費 102,131,615 56,172,389 34,200,000 11,759,226

市道改良事業費 101,762,540 53,758,191 45,300,000 2,704,349

道路交通安全施設整備事業費 1,435,500 1,435,500

4 都市計画費 都市計画事務費 6,776,000 2,290,200 4,485,800

街路事業費 10,504,844 3,103,674 6,500,000 901,170

出町東部第３土地区画整理事業費 1,810,000 1,810,000

砺波チューリップ公園再整備事業費 115,438,454 57,719,227 56,900,000 819,227

5 住宅費 市営住宅管理費 12,041,000 12,041,000

9 消防費 1 消防費 消防団機械等整備費 20,046,970 19,900,000 146,970

10 教育費 2 小学校費 小学校施設管理費 2,325,400 2,325,400

小学校教育奨励費 726,000 242,000 484,000

3 中学校費 中学校施設管理費 359,700 359,700

中学校教育奨励費 363,000 121,000 242,000

5 社会教育費 文化会館管理運営費 1,452,000 1,452,000

6 保健体育費 給食センター管理費 597,300 597,300

11 災害復 1 農林水産業施設 農地農業施設災害復旧事業費 205,996,842 145,139,000 28,800,000 11,178,000 20,879,842

旧 費 災害復旧費 林道林業施設災害復旧事業費 64,782,500 45,527,000 12,900,000 6,355,500

2 土木災害復旧費 土木災害復旧事業費 149,481,924 98,650,000 50,800,000 31,924

1,678,341,303 1,138,695,078 13,107,371 419,700,000 12,613,500 94,225,354

令和６年６月１０日　提　　出

合　　　　　　　　　　　　　計

砺波市長　夏　野　　修   
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報告第４号 

 

　　　歳出予算の繰越しについて 

 

　令和５年度砺波市霊苑事業特別会計予算に係る繰越明許費について、別紙計算書のと

おり繰り越したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項

の規定により報告する。 

 

　　令和６年６月１０日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 
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国庫支出金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円

1 総務費 1 墓 地 管 理 費 霊苑一般管理費 14,000,000 14,000,000

14,000,000 14,000,000

令和６年６月１０日　提　　出

令和５年度砺波市霊苑事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書

左　 　の　 　財 　　源 　　内　 　訳

未 収 入 特 定 財 源

合　　　　　　　　　　　　　計

　  砺波市長　夏　野　　修

款 項 事 業 名 金 額 既 収 入
特定財源

一 般 財 源
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報告第５号 

 

　　　継続費の逓次繰越しについて 

 

　令和５年度砺波市工業団地造成事業特別会計予算のうち継続費に係る支出額について、

別紙計算書のとおり繰り越したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１４５条第１項の規定により報告する。 

 

　　令和６年６月１０日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 
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国県支出金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 1

520,000,000 208,000,000 208,000,000 21,782,200 186,217,800 186,217,800 186,200,000 17,800

令和６年６月１０日　提　　出

令和５年度砺波市工業団地造成事業特別会計予算継続費繰越計算書

令 和 ５ 年 度 継 続 費 予 算 現 額 左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

合 計

　  砺波市長　夏　野　　修

款 項 事 業 名
継 続 費
の 総 額

支 出 済 額
及 び 支 出
見 込 額

残 額
翌 年 度
逓 ＿ 次
繰 越 額予算計上額

前年度逓次
繰　越　額

計 繰 越 金

工業団地
造成事業費

520,000,000 208,000,000 208,000,000 21,782,200 186,217,800 186,217,800 186,200,000 17,800

事
業
費

事
業
費
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報告第６号 

 

　　　支出予算の繰越しについて 

 

　令和５年度砺波市下水道事業会計予算に係る建設改良費について、別紙計算書のとお

り繰り越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規

定により報告する。 

 

　　令和６年６月１０日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 
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地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

（建設改良費の繰越額）

支払義務

発 生 額

円 円 円 円 円 円 円 円

１ １ 特定環境保全

資本的支出 建設改良費 公共下水道事 644,733,000 518,106,072 106,659,000 26,005,486 65,600,000 15,053,514 19,967,928 0

業費 上記は、継続費

逓次繰越分を

除いた額である。

　　令和６年６月１０日　提　　出

砺波市長　夏　野　　修　

令和５年度砺波市下水道事業会計予算繰越計算書

左の財源内訳
翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資産の購入限
度額

款 項 事  業  名 予算計上額
翌年度
繰越額

不 用 額 説      明
国　庫
補助金

企業債
損益勘定
留保資金

　下水道測量設計業務につ
いて、令和５年７月豪雨及
び令和６年能登半島地震の
影響により、業務の進捗に
遅れが生じ、年度内完了が
困難となった。
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報告第７号 

 

　　　支出予算の繰越しについて 

 

　令和５年度砺波市病院事業会計予算に係る建設改良費について、別紙計算書のとおり

繰り越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定

により報告する。 

 

　　令和６年６月１０日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　
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地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

（建設改良費の繰越額）

円 円 円 円 円 円

１ １

　資本的支出 　建設改良費 附帯設備整備費 439,738,000 349,745,000 60,280,000 60,280,000 29,713,000 0

　　令和６年６月１０日　提　　出

砺波市長　夏　野　　修　

令和５年度砺波市病院事業会計予算繰越計算書

左の財源内訳 翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資産の購入限
度額・・・・

款 項 事  業  名 予算計上額
支払義務　　
発 生 額

翌　年　度
繰　越　額

不 用 額 説      明

企業債

　半導体及び樹脂部品の調達
長期化の拡大のため部品の調
達及び製作の遅れが生じ、契
約工期日の延期が避けられな
いものとなった。
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